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ECO－TOPプログラム認定要綱 新旧対照表 

改正案 現行 

(目的) 

第１条 この要綱は、今後の持続可能な社会の構築に向けて、自然環境分野で幅

広い知識と専門性を備えアクティブに行動できる人材を育成し、人材の能力を認

証するための人材育成プログラム（以下「ＥＣＯ-ＴＯＰプログラム」という。）

の認定(以下「認定」という。) に当たり、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 

（認定の申請） 

第２条 認定を受けようとする大学等（以下「申請校」という。）は、ＥＣＯ-Ｔ

ＯＰプログラムの課程認定申請書（様式第１号）のほか、次に掲げる書類を添え

て東京都知事（以下「知事」という。）に提出しなければならない。 

(１) 認定を受けようとする大学等の学科等の概要（様式第２号) 

(２) 認定を受けようとする教育課程及び教員に関する次の書類 

ア 認定を受けようとする教育課程及び教員組織(様式第 3-1号) 

イ 認定を受けようとする教育課程の教員プロフィール(様式第 3-2号)  

又は (参考様式第１号) 

(３) 認定を受けようとする教育課程のカリキュラムに関する次の書類 

  ア 認定を受けようとする教育課程のカリキュラムの概要(様式第 4-1号) 

イ 認定を受けようとする学部学科等のカリキュラム(履修モデル)及び 

教育課程のカリキュラム(履修モデル)(様式第 4-2号) 

(４) 認定を受けようとする教育課程の各授業科目のシラバスの電子データ

若しくは（様式第５号)又は（参考様式第２号) 

 (５) 認定を受けようとする教育課程のインターンシップの履修計画(様式第

６号) 

 

(目的) 

第１条 この要綱は、今後の持続可能な社会の構築に向けて、自然環境分野で幅

広い知識と専門性を備えアクティブに行動できる人材を育成し、人材の能力を認

証するための人材育成プログラム（以下「ＥＣＯ-ＴＯＰプログラム」という。）

の認定(以下「認定」という。) に当たり、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 

（認定の申請） 

第２条 認定を受けようとする大学等（以下「申請校」という。）は、ＥＣＯ-Ｔ

ＯＰプログラムの課程認定申請書（様式第１号）のほか、次に掲げる書類を添え

て東京都知事（以下「知事」という。）に提出しなければならない。 

(１) 認定を受けようとする大学等の学科等の概要（様式第２号) 

(２) 認定を受けようとする教育課程及び教員に関する次の書類 

ア 認定を受けようとする教育課程及び教員組織(様式第 3-1号) 

イ 認定を受けようとする教育課程の教員プロフィール(様式第 3-2号) 

 

(３) 認定を受けようとする教育課程のカリキュラムに関する次の書類 

  ア 認定を受けようとする教育課程のカリキュラムの概要(様式第 4-1号) 

イ 認定を受けようとする学部学科等のカリキュラム(履修モデル)及び 

教育課程のカリキュラム(履修モデル)(様式第 4-2号) 

(４) 認定を受けようとする教育課程の各授業科目のシラバス（様式第５号) 

 

(５) 認定を受けようとする教育課程のインターンシップの計画に関する次 

の書類 

  ア 認定を受けようとする教育課程のインターンシップの概要(様式第 6-1
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(６) 認定を受けようとする教育課程の人材育成に対する理念等に関する書

類（様式第７号） 

(７) 認定を受けようとする教育課程の教育点検及び改善方法に関する書類

（様式第８号） 

 削除 

 

(８) 次に掲げるもの 

ア 学則・履修規程等 

イ 単位互換協定書 

ウ 組織改組対照表 

 

２ 知事は、前項の規定による申請に不備があると認めるときは、相当の期間を

定めて申請者にその補正を求め、当該申請者がその期間内に当該補正を行わない

ときは、理由を付して申請を却下することができる。 

 

（ＥＣＯ-ＴＯＰプログラム認定検討会） 

第３条 知事は、ＥＣＯ-ＴＯＰプログラムの認定等に当たって、意見を聴取す

るため、ＥＣＯ-ＴＯＰプログラム認定検討会（以下「検討会」という。）を置く。 

２ 検討会の組織及び運営に必要な事項については、別に定める。 

 

（認定の決定） 

第４条 知事は、第２条第１項の規定による申請を受け、当該申請に不備がない

と認めたときは、検討会に意見を聴いた上で、別に定めるＥＣＯ-ＴＯＰプログ

ラム認定審査基準（以下「認定審査基準」という。）に基づき申請内容を審査し、

ＥＣＯ-ＴＯＰプログラムとして認定するか否かを決定する。 

２ 知事は、必要に応じて、認定の申請内容について申請校に対してヒアリング

号) 

  イ 認定を受けようとする教育課程のインターンシップの履修計画(様式第

6-2号) 

(６) 認定を受けようとする教育課程の人材育成に対する理念等に関する書

類（様式第７号） 

(７) 認定を受けようとする教育課程の教育点検及び改善方法に関する書類

（様式第８号） 

(８) 認定を受けようとする教育課程の責任者及び教員体制に関する書類（様

式第９号） 

(９) 次に掲げるもの 

ア 学則・履修規程等 

イ 単位互換協定書 

ウ 組織改組対照表 

 

２ 知事は、前項の規定による申請に不備があると認めるときは、相当の期間を

定めて申請者にその補正を求め、当該申請者がその期間内に当該補正を行わない

ときは、理由を付して申請を却下することができる。 

 

（ＥＣＯ-ＴＯＰプログラム認定検討会） 

第３条 知事は、ＥＣＯ-ＴＯＰプログラムの認定等に当たって、意見を聴取す

るため、ＥＣＯ-ＴＯＰプログラム認定検討会（以下「検討会」という。）を置く。 

２ 検討会の組織及び運営に必要な事項については、別に定める。 

 

（認定の決定） 

第４条 知事は、第２条第１項の規定による申請を受け、当該申請に不備がない

と認めたときは、検討会に意見を聴いた上で、別に定めるＥＣＯ-ＴＯＰプログ

ラム認定審査基準（以下「認定審査基準」という。）に基づき申請内容を審査し、

ＥＣＯ-ＴＯＰプログラムとして認定するか否かを決定する。 

２ 知事は、必要に応じて、認定の申請内容について申請校に対してヒアリング
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を行い、その内容について確認が必要な場合にあっては、当該申請内容に関する

調査を行い、又は申請校に資料の提出を求めることができる。 

３ 知事は、前項の規定に基づくヒアリング又は調査の実施に当たり、検討会に

意見を聴くことができる。 

４ 知事は、第１項の規定により決定した結果について、様式第 10 号又は様式

第 11号により、当該申請校に通知する。 

 

（認定後の教育点検の報告） 

第５条  知事は、前条第４項の規定により認定の通知を受けた大学等(以下「認

定校」という。)に対して、必要に応じて、教育点検の内容等を報告させ、報告

を受けたときは、その内容について検討会へ報告する。 

  

（認定後の変更） 

第６条  認定校は、別表に掲げる事項に変更が生じるときは、変更申請書（様

式第 12 号）に、当該事項に応じて別表右欄に掲げる様式を添えて、遅滞なく知

事へ提出しなければならない。 

２ 知事は、第１項の規定による申請に不備があると認めるときは、相当の期間

を定めて申請者にその補正を求め、当該申請者がその期間内に当該補正を行わな

いときは、理由を付して申請を却下することができる。 

３ 知事は、第１項の規定による申請を受け、当該申請に不備がないと認めたと

きは、必要に応じて検討会に意見を聴いた上で、申請内容を審査し、変更内容を

認めるか否かを決定する。検討会に意見を聴くことなく、申請内容を審査し、変

更内容を認めるか否かを決定した事項については、検討会へ報告する。 

４ 知事は、必要に応じて、第１項の規定による申請の内容について認定校に対

してヒアリングを行い、その内容について確認が必要な場合にあっては、当該変

更内容に関する調査を行い、又は認定校に資料の提出を求めることができる。 

５ 知事は、前項の規定に基づくヒアリング又は調査の実施に当たり、検討会に

意見を聴くことができる。 

６ 知事は、第３項の規定により決定した結果について、様式第 13 号又は様式

を行い、その内容について確認が必要な場合にあっては、当該申請内容に関する

調査を行い、又は申請校に資料の提出を求めることができる。 

３ 知事は、前項の規定に基づくヒアリング又は調査の実施に当たり、検討会に

意見を聴くことができる。 

４ 知事は、第１項の規定により決定した結果について、様式第 10 号又は様式

第 11号により、当該申請校に通知する。 

 

（認定後の教育点検の報告） 

第５条  知事は、前条第４項の規定により認定の通知を受けた大学等(以下「認

定校」という。)に対して、必要に応じて、教育点検の内容等を報告させ、報告

を受けたときは、その内容について検討会へ報告する。 

  

（認定後の変更） 

第６条  認定校は、別表に掲げる事項に変更が生じるときは、変更申請書（様

式第 12 号）に、当該事項に応じて別表右欄に掲げる様式を添えて、遅滞なく知

事へ提出しなければならない。 

２ 知事は、第１項の規定による申請に不備があると認めるときは、相当の期間

を定めて申請者にその補正を求め、当該申請者がその期間内に当該補正を行わな

いときは、理由を付して申請を却下することができる。 

３ 知事は、第１項の規定による申請を受け、当該申請に不備がないと認めたと

きは、必要に応じて検討会に意見を聴いた上で、申請内容を審査し、変更内容を

認めるか否かを決定する。検討会に意見を聴くことなく、申請内容を審査し、変

更内容を認めるか否かを決定した事項については、検討会へ報告する。 

４ 知事は、必要に応じて、第１項の規定による申請の内容について認定校に対

してヒアリングを行い、その内容について確認が必要な場合にあっては、当該変

更内容に関する調査を行い、又は認定校に資料の提出を求めることができる。 

５ 知事は、前項の規定に基づくヒアリング又は調査の実施に当たり、検討会に

意見を聴くことができる。 

６ 知事は、第３項の規定により決定した結果について、様式第 13 号又は様式
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第 14号により、当該認定校に通知する。 

 

（認定の更新） 

第７条 認定は、６年以内にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、

その効力を失う。 

２ 認定校は、前項の更新を受けるためには、第４条第４項の規定により認定の

通知を受けた日又は前項の更新を受けた日から起算して６年以内に、更新申請書

（様式第 15 号）のほか、第２条各号に規定する書類を添えて、遅滞なく知事へ

提出しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定による申請（以下「更新申請」という。）に不備がある

と認めるときは、相当の期間を定めて申請者にその補正を求め、当該申請者がそ

の期間内に当該補正を行わないときは、理由を付して申請を却下することができ

る。 

４ 知事は、更新申請を受け、当該申請に不備がないと認めたときは、検討会に

意見を聴いた上で、認定審査基準に基づき、申請内容を審査し、更新するか否か

を決定する。 

５ 知事は、必要に応じて、更新申請の内容について更新申請をした認定校（以

下「更新申請校」という。）に対してヒアリングを行い、その内容について確認

が必要な場合にあっては、更新申請の内容に関する調査を行い、又は更新申請校

に資料の提出を求めることができる。 

６ 知事は、第４項の規定により決定した結果について、様式第 16 号又は様式

第 17号により当該更新申請校に通知する。 

 

（認定の延長） 

第８条 認定校は、前条の規定にかかわらず、更新する意思がなく、かつ現に履

修生がいる場合には、その履修生が修了するまでの間に限り、４年間を上限とし

て、認定の有効期間の延長を申請することができる。 

２ 認定校は、前項の延長を申請するためには、第４条第４項の規定により認定

の通知を受けた日又は第７条第６項により認定の更新を受けた日から起算して

第 14号により、当該認定校に通知する。 

 

（認定の更新） 

第７条 認定は、６年以内にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、

その効力を失う。 

２ 認定校は、前項の更新を受けるためには、第４条第４項の規定により認定の

通知を受けた日又は前項の更新を受けた日から起算して６年以内に、更新申請書

（様式第 15 号）のほか、第２条各号に規定する書類を添えて、遅滞なく知事へ

提出しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定による申請（以下「更新申請」という。）に不備がある

と認めるときは、相当の期間を定めて申請者にその補正を求め、当該申請者がそ

の期間内に当該補正を行わないときは、理由を付して申請を却下することができ

る。 

４ 知事は、更新申請を受け、当該申請に不備がないと認めたときは、検討会に

意見を聴いた上で、認定審査基準に基づき、申請内容を審査し、更新するか否か

を決定する。 

５ 知事は、必要に応じて、更新申請の内容について更新申請をした認定校（以

下「更新申請校」という。）に対してヒアリングを行い、その内容について確認

が必要な場合にあっては、更新申請の内容に関する調査を行い、又は更新申請校

に資料の提出を求めることができる。 

６ 知事は、第４項の規定により決定した結果について、様式第 16 号又は様式

第 17号により当該更新申請校に通知する。 

 

（認定の延長） 

第８条 認定校は、前条の規定にかかわらず、更新する意思がなく、かつ現に履

修生がいる場合には、その履修生が修了するまでの間に限り、４年間を上限とし

て、認定の有効期間の延長を申請することができる。 

２ 認定校は、前項の延長を申請するためには、第４条第４項の規定により認定

の通知を受けた日又は第７条第６項により認定の更新を受けた日から起算して
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６年以内に認定有効期間延長申請書（様式第 18 号）を遅滞なく知事に提出しな

ければならない。 

３ 知事は、当該申請に不備がないと認めたときは、様式第 19 号により、当該

申請校に通知する。当該申請に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて

当該申請校にその補正を求め、当該申請校がその期間内に当該補正を行わないと

きは、理由を付して申請を却下することができる。 

 

（認定の取消し） 

第９条  知事は、認定校が次のいずれかに該当するときには、様式第 20号によ

り認定を取り消すことができる。 

(１)第２条第１項、第６条第１項、第７条第２項及び前条第２項の規定による

申請の内容に虚偽があることが判明したとき。 

(２)第６条第１項の規定による変更の申請をせず、認定の内容を変更したと

き。 

(３)認定校が、認定取消申請書（様式第 21号）を提出したとき。 

(４)その他認定審査基準を満たすことができなくなったと知事が認めるとき。 

 

（その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、ＥＣＯ－ＴＯＰプログラムの認定に関

し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２１年１１月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

６年以内に認定有効期間延長申請書（様式第 18 号）を遅滞なく知事に提出しな

ければならない。 

３ 知事は、当該申請に不備がないと認めたときは、様式第 19 号により、当該

申請校に通知する。当該申請に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて

当該申請校にその補正を求め、当該申請校がその期間内に当該補正を行わないと

きは、理由を付して申請を却下することができる。 

 

（認定の取消し） 

第９条  知事は、認定校が次のいずれかに該当するときには、様式第 20号によ

り認定を取り消すことができる。 

(１)第２条第１項、第６条第１項、第７条第２項及び前条第２項の規定による

申請の内容に虚偽があることが判明したとき。 

(２)第６条第１項の規定による変更の申請をせず、認定の内容を変更したと

き。 

(３)認定校が、認定取消申請書（様式第 21号）を提出したとき。 

(４)その他認定審査基準を満たすことができなくなったと知事が認めるとき。 

 

（その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、ＥＣＯ－ＴＯＰプログラムの認定に関

し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２１年１１月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
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   附 則 

この要綱は、平成２２年１１月１８日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年５月１８日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２９年３月１７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１０月２３日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２９年１２月２０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年〇月〇日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

この要綱は、平成２２年１１月１８日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年５月１８日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２９年３月１７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１０月２３日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２９年１２月２０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 
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改正案 現行 

様式第１号及び様式第２号（現行のとおり） 様式第１号及び様式第２号（略） 
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改正案 現行 

様式第３-１号（教育課程・教員組織） 

   

様式第３-１号（教育課程・教員組織） 

   

学　位

　　学　士　（○○○）

必修 選択 教授 准教授 助教 講師

△△学部科目

必
修
科
目

4

必修科目

選択科目

○単位＋5単位（導入科目、最終科目、安全管理）＋4単位（インターン）

○単位

自然環境に関する人文科
学分野の科目

自然環境に関する社会科
学分野の科目

カリキュラムの最終科目

安全管理・救急救命に関
する科目

○○大学○○学部○○学科　認定を受けようとする教育課程及び教員組織

認定を受けようとする
学部・学科等

授業概要に定める
科目区分

選
択
科
目

○群を
選択、
それぞ
れ○単
位以上

必
修
科
目

自然環境に関する自然科
学分野の科目

左記に対応する開設授業科目

自然環境に関する人文科
学分野の科目

自然環境に関する社会科
学分野の科目

自然環境に関する自然科
学分野の科目

備考
授業科目

単位数

カリキュラムの導入科目

単位数
専任教員 非常勤教員

修了判定基準

○○学科
定員（学生数）

インターンシップ

認定を受けよう
とする課程にお
ける責任者

氏名 プロフィール（責任者が教員プロフィールを提出していない場合）

○○学部 学　位

　　学　士　（○○○）

必修 選択 教授 准教授 助教 講師

△△学部科目

必
修
科
目

4

必修科目

選択科目

○単位＋5単位（導入科目、最終科目、安全管理）＋4単位（インターン）

○単位

自然環境に関する人文科
学分野の科目

自然環境に関する社会科
学分野の科目

カリキュラムの最終科目

安全管理・救急救命に関
する科目

○○大学○○学部○○学科　認定を受けようとする教育課程及び教員組織

認定を受けようとする
学部・学科等

授業概要に定める
科目区分

選
択
科
目

○群を
選択、
それぞ
れ○単
位以上

必
修
科
目

自然環境に関する自然科
学分野の科目

自然環境に関する自然科
学分野の科目

非常勤教員
左記に対応する開設授業科目

自然環境に関する人文科
学分野の科目

自然環境に関する社会科
学分野の科目

備考
授業科目

単位数

カリキュラムの導入科目

単位数
専任教員

○○学部

修了判定基準

○○学科
定員（学生数）

インターンシップ
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改正案 現行 

様式第３-２号（教員プロフィール） 

    

様式第３-２号（教員プロフィール） 

   

フ リ ガ ナ

氏 名

教員プロフィール
掲載リンク

備 考

フ リ ガ ナ

氏 名

教員プロフィール
掲載リンク

備 考

フ リ ガ ナ

氏 名

教員プロフィール
掲載リンク

備 考

フ リ ガ ナ

氏 名

教員プロフィール
掲載リンク

備 考

フ リ ガ ナ

氏 名

教員プロフィール
掲載リンク

備 考

フ リ ガ ナ

氏 名

教員プロフィール
掲載リンク

備 考

○○大学○○学部○○学科　ECO-TOPプログラム専任教員プロフィール

担 当 科 目

担 当 科 目

担 当 科 目

担 当 科 目

担 当 科 目

担 当 科 目

フ リ ガ ナ

氏 名

年　月

年　月

年　月

年　月

勤務先 職名 単位 備考

事 項

事 項 （ 抜 粋 ）

職 歴

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

学 歴

事 項

学部等又は所属部局の名称

事 項

生年月日（年
齢）

性別

○○大学○○学部○○学科　ECO-TOPプログラム専任教員プロフィール

履 歴 書

現在所属している学会

賞 罰

現　　在　　の　　職　　務　　の　　状　　況

担当授業科目
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改正案 現行 

様式第４-１号及び様式第４-２号（現行のとおり） 

 

   

様式第４-１号及び様式第４-２号（略） 
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改正案 現行 

様式第５号（シラバス） 

   

様式第５号（シラバス） 

   

科目名  

科目のリンク  

 

科目名  

科目のリンク  

 

科目名  

科目のリンク  

 

科目名  

科目のリンク  

 

科目名  

科目のリンク  

 

科目名  

科目のリンク  

 

科目名  

科目のリンク  

 

科目名  

科目のリンク  

 

科目名  

科目のリンク  

 

科目名  

科目のリンク  

 

 

 

科 目 名  

科目の概要  

 

 

 

担当教員：  単位数： 

 

要綱上の分野： 

 

授業の到達目標・習得できる知識や技能等 

 

 

 

 

 

授業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・教育方法 

 

 

 

 

成績評価の方法 
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改正案 現行 

 削除 様式第６-１号（インターンシップ） 

   

○○大学○○学部○○学科 ECO-TOPインターンシップの概要 

科 目 名  

科目の概要  

 

 

 

担当教員：  単位数： 

 

要綱上の分野： 

 

授業の到達目標・習得できる知識や技能等 

 

 

 

 

 

授業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・教育方法 

 

 

 

 

成績評価の方法 
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改正案 現行 

様式第６号（インターンシップ履修計画） 

   

様式第６-２号（インターンシップ履修計画） 

   

○○大学○○学部○○学科 ECO-TOP インターンシップの履修計画 

理念・目的 

 

 

 

 

 

 

 

育成する能力 

 

 

 

 

 

 

 

履修プロセス 

（１）事前準備 

 

 

 

（２）企業･行政･NPOごとの実施予定 

  

 

 

 （３）事後の評価・報告・ディベートの実施予定 

   

 

 

※インターンシップのモデル図など 

 

 

 

 

 

○○大学○○学部○○学科 ECO-TOP インターンシップの履修計画 

理念・目的 

 

 

 

 

 

 

 

育成する能力 

 

 

 

 

 

 

 

履修プロセス 

（１）事前準備 

 

 

 

（２）企業･行政･NPOごとの実施予定 

  

 

 

 （３）事後の評価・報告・ディベートの実施予定 

   

 

 

※インターンシップのモデル図など 
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改正案 現行 

様式第７号及び様式第８号（現行のとおり） 様式第７号及び様式第８号（略） 



15 

 

改正案 現行 

 削除 様式第９号（責任者及び教員体制） 

   

認定を受けようとする課程における責任者 

 

  氏    名 

 

 

  プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員体制 

＊ 自然科学・社会科学・人文科学ごとに記述すること 

＊ インターンシップの主担当及び担当者を記述すること 
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改正案 現行 

様式第 10号から様式第 21号まで（現行のとおり） 様式第 10号から様式第 21号まで（略） 
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改正案 現行 

参考様式第１号 

   

新設   

フ リ ガ ナ

氏 名

所 属

学 位

年　月

○○大学○○学部○○学科　ECO-TOPプログラム専任教員プロフィール

基本情報

備考

学歴

事 項

研究分野
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改正案 現行 

参考様式第２号 

   

新設   

 

科 目 名  

科目の概要  

 

 

 

担当教員：  

 

単位数： 

 

授業の到達目標・習得できる知識や技能等 

 

 

 

 

 

授業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・教育方法 

 

 

 

 

成績評価の方法 

 

 

 

 


